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●
は
じ
め
に

本
稿
は
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
「
障
害
者
の
貧
困

削
減―

開
発
途
上
国
の
障
害
者
の
生
計―

」
研

究
会
（
二
〇
〇
八
年
度
）
に
お
い
て
執
筆
し
た
拙

稿
「
ベ
ト
ナ
ム
の
障
害
者
の
生
計―

既
存
統
計

と
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
に
も
と
づ
く
調
査
を
通
し

た
考
察
の
試
み―

」
の
一
部
に
も
と
づ
く
。

関
心
の
中
心
は
、「
ベ
ト
ナ
ム
の
障
害
者
の
『
生

計
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
要
素
・
要
因
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
見
出
す
こ
と
」

に
あ
る
。
も
し
こ
の
点
を
理
解
出
来
れ
ば
、
研
究

会
の
名
称
に
掲
げ
ら
れ
た「
障
害
者
の
貧
困
削
減
」

を
考
え
る
う
え
で
も
有
用
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
お
け
る
「
生
計
」
と
は
「
生
き
る
た
め

の
手
段
」、「
生
活
・
暮
ら
し
」
と
い
う
理
解
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
貧
困
と
人
々
の
生
活
を
包
括
的
に

と
ら
え
る
社
会
開
発
の
概
念
・
枠
組
み
で
あ
る
持

続
的
生
計
ア
プ
ロ
ー
チ
に
由
来
す
る
」（
参
考
文

献
①
、
九
四
ペ
ー
ジ
）。
な
お
、
拙
稿
で
「
障
害

の
社
会
モ
デ
ル
」と
い
う
場
合
、「
障
害
」を「
人
々

の
社
会
参
加
を
阻
害
す
る
社
会
の
障
壁
」
と
解
し

て
い
る
（
参
考
文
献
①
、
九
四
ペ
ー
ジ
）。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず

既
存
の
公
的
資
料
に
依
拠
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
障

害
者
の
全
般
的
状
況
を
把
握
す
る
。
つ
ぎ
に
、
ベ

ト
ナ
ム
中
部
北
方
に
位
置
す
る
タ
イ
ン
ホ
ア
省
農

村
部
で
実
施
し
た
、
障
害
者
を
取
り
巻
く
外
部
環

境
に
か
か
わ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
き
、
障

害
者
の
「
生
計
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
の
ま

と
め
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

●
全
体
的
把
握―

既
存
統
計
か
ら―

二
〇
〇
六
年
五
月
一
六
日
～
六
月
二
九
日
に
開

か
れ
た
第
一
一
期
第
九
回
国
会
に
政
府
が
提
出
し

た
「
障
害
者
法
令
実
行
展
開
七
年
間
の
報
告
」
に

主
と
し
て
基
づ
き
、
ベ
ト
ナ
ム
の
障
害
者
統
計
の

全
般
的
状
況
の
把
握
を
本
項
で
は
行
う
。

二
〇
〇
五
年
の
数
字
で
あ
る
が
、
筆
者
が
入
手
し

得
て
い
る
範
囲
で
は
最
も
信
頼
度
が
高
い
と
思
わ

れ
る
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る（
た
だ
、特
別
な
ル
ー

ト
を
有
す
る
機
関
、
個
人
が
よ
り
新
し
い
デ
ー
タ

を
入
手
し
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
な

お
、
障
害
者
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い

が
、
二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
か
ら
人
口
・
住
居
総

合
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な
統
計
デ
ー

タ
が
今
後
出
て
く
る
見
込
み
で
あ
る
）。

同
報
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
お
も
な
統
計
デ
ー

タ
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
紙
幅
の
制
限

も
あ
る
が
以
下
少
し
だ
け
見
て
い
き
た
い
。

二
〇
〇
五
年
の
障
害
者
人
口
は
約
五
三
〇
万
人

で
ベ
ト
ナ
ム
人
口
の
約
六・三
～
六・四
％
ほ
ど
を

占
め
る
。
こ
の
う
ち
九
割
近
く
が
農
村
部
に
暮
ら

す
。
ベ
ト
ナ
ム
全
体
の
人
口
分
布
で
は
農
村
部
に

七
三・
一
二
％
の
人
た
ち
が
暮
ら
し
て
お
り
、
障

害
者
が
農
村
部
に
暮
ら
す
度
合
い
は
非
障
害
者
に

比
し
て
高
い
と
い
え
る
。

障
害
の
種
類
、
障
害
の
要
因
は
多
様
で
あ
る
。

後
者
の
三
番
目
に
は
「
戦
争
」（
二
五・五
六
％
）
が

あ
が
っ
て
お
り
、
も
し
先
天
性
障
害
者
の
中
に
、
父

母
を
通
し
て
枯
葉
剤
に
被
災
し
た
人
も
含
ま
れ
て

い
れ
ば
、
戦
争
の
影
響
は
よ
り
大
き
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

教
育
関
連
で
は
、
非
識
字
率
は
三
五・
八
三
％

と
さ
れ
る
。非
障
害
者
を
含
む
全
体
の
数
字（
一
五

歳
以
上
）
は
六・
一
％
で
あ
り
、
障
害
者
の
非
識

字
率
は
相
対
的
に
高
い
。

年
齢
分
布
で
は
一
六
歳
未
満
約
一
六
％
、
一
六

～
五
五
歳
未
満
六
〇
％
、
五
五
歳
超
二
四
％
と

な
っ
て
い
る
。
働
き
盛
り
の
年
齢
の
人
が
過
半
以

上
を
占
め
る
。

職
業
教
育
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
職
業
教
育
を

寺
本　

実

ベ
ト
ナ
ム
の
障
害
者
の「
生
計
」

︱
︱
既
存
統
計
と
外
部
環
境
に
関
す
る
調
査
を
通
し
て
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い
ま
だ
受
け
て
い
な
い
障
害
者
の
比
率
は

九
七・
六
四
％
で
あ
る
。
非
障
害
者
を
含
む

全
体
の
同
比
率
（
一
五
歳
以
上
）
は

七
八・
七
％
で
あ
り
、
職
業
教
育
を
受
け
て

い
な
い
障
害
者
の
比
率
は
相
対
的
に
高
い
と

言
え
る
。

仕
事
に
つ
い
て
は
、
約
五
八
％
が
仕
事
に

参
加
し
て
い
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、自
身・

家
族
の
た
め
に
収
入
が
あ
る
人
は
約
二
五
～

三
五
％
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

五
八
％
に
は
農
作
業
用
の
水
牛
の
世
話
な
ど
、

重
要
で
は
あ
る
も
の
の
自
身
の
収
入
に
必
ず

し
も
結
び
つ
か
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

生
活
関
連
で
は
、
家
族
、
近
親
者
、
社
会

扶
助
に
依
拠
し
て
生
活
す
る
障
害
者
は
、
都

市
部
で
約
七
〇
～
八
〇
％
、
農
村
部
で
約

六
五
～
七
〇
％
、
自
身
・
家
族
の
た
め
に
収

入
が
あ
る
人
は
約
二
五
～
三
五
％
と
さ
れ
る
。

そ
の
ま
ま
解
す
れ
ば
、多
く
の
人
が
外
部（
周

囲
の
人
々
、
制
度
）
の
「
支
援
」
を
受
け
て

暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

障
害
者
家
庭
の
生
活
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、

貧
困
家
庭
が
三
二・
五
％
を
占
め
る
（
同
報

告
で
は
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）。
全
国

平
均
の
二
二
％
に
く
ら
べ
、
相
対
的
に
高
い

と
い
え
る
。

最
後
に
、
地
域
別
分
布
（
二
〇
〇
四
年
）

に
つ
い
て
少
し
だ
け
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ

を
ま
と
め
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
絶
対
数
で

は
メ
コ
ン
デ
ル
タ
地
域
、
地
域
人
口
に
占
め

る
割
合
で
は
中
部
沿
海
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
最
も
高

く
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
筆
者
が
調
査
を
実
施

し
た
タ
イ
ン
ホ
ア
省
は
中
部
北
方
地
域
に
位
置
す

る
が
、
同
地
域
は
絶
対
数
で
六
番
目
、
地
域
人
口

に
占
め
る
割
合
で
は
四
番
目
と
な
っ
て
い
る
。

●「
生
計
」―

事
例
調
査
か
ら―

こ
こ
か
ら
は
、
先
に
検
討
し
た
既
存
統
計
の
対

象
年
度
（
二
〇
〇
五
年
度
）
と
時
間
的
に
さ
ほ
ど

離
れ
て
い
な
い
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
ベ
ト
ナ
ム

の
タ
イ
ン
ホ
ア
省
ニ
ュ
ー
タ
イ
ン
県
Ｐ
社
（「
県
」

は
日
本
で
い
え
ば
郡
に
相
当
し
、「
社
」
は
農
村

部
に
お
け
る
行
政
の
基
礎
単
位
）
で
実
施
し
た

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お

け
る
障
害
者
の
「
生
計
」
を
見
る
。
今
調
査
で
は
、

障
害
者
を
取
り
巻
く
外
部
環
境
に
つ
い
て
、
当
事

者
の
立
場
・
視
点
に
立
っ
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
公
共
施

設
を
訪
ね
る
際
の
困
難
の
有
無
お
よ
び
種
類
、
②

自
宅
、
働
く
場
所
に
い
る
際
の
困
難
の
有
無
お
よ

び
種
類
、
③
経
済
的
側
面
、
④
国
家
に
よ
る
各
種

支
援
制
度
、
保
健
情
報
に
対
す
る
知
識
の
有
無
、

入
手
の
ル
ー
ト
、
⑤
近
隣
の
人
々
の
認
識
、
の
以

上
五
点
を
柱
と
し
て
調
査
票
を
作
成
し
た
。
前
記

五
点
の
関
係
は
①
、
②
に
お
い
て
生
活
環
境
、
③

で
経
済
環
境
、
④
で
は
制
度
環
境
、
⑤
で
社
会
環

境
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

調
査
地
の
タ
イ
ン
ホ
ア
省
は
中
部
北
方
地
域
に

位
置
し
、
二
〇
〇
七
年
の
同
省
人
口
は

三
六
九
万
七
二
〇
〇
人
（
暫
定
値
、
人
口
総
数
の

約
四・
三
％
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年

に
お
け
る
同
省
の
貧
困
戸
率
は
一
〇・
〇
三
％
で

あ
り
、
全
国
値
を
三・
五
六
％
上
回
る
。
他
方
、

同
省
は
山
、
デ
ル
タ
、
海
岸
線
、
島
な
ど
多
様
な

自
然
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
歴
史
的
に
は
ド
ン
ソ
ン

文
化
（
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
見
ら
れ
る
初
期
金
属
文

化
）
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

ニ
ュ
ー
タ
イ
ン
県
は
タ
イ
ン
ホ
ア
省
の
七
割
ほ

ど
を
占
め
る
山
岳
地
域
に
属
し
、
ゲ
ア
ン
省
と
隣

接
す
る
。
直
接
の
調
査
地
・
Ｐ
社
は
そ
の
ニ
ュ
ー

タ
イ
ン
県
人
民
委
員
会
か
ら
未
舗
装
の
道
を
バ
イ

ク
で
一
五
～
二
〇
分
行
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。

調
査
時
点
で
人
口
は
約
七
四
〇
〇
人
で
、
内
三
割

を
少
数
民
族
が
占
め
る
。

調
査
に
際
し
て
は
、
四
三
戸
の
ご
家
庭
を
直
接

訪
ね
、
四
五
人
の
障
害
者
の
方
か
ら
（
回
答
が
困

難
な
場
合
は
ご
家
族
か
ら
）
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

●
考
察

本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
拙
稿
で
は
、
先
述
し
た

五
つ
の
調
査
項
目
に
つ
い
て
、
調
査
票
の
集
計
結

果
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
ご
と
に
考
察

を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
紙
幅
の

制
限
の
た
め
、
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

か
わ
り
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
障
害
者
「
生
計
」
の

全
体
的
な
理
解
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
試
み
た
社

会
政
策
・
社
会
行
政
論
の
鍵
概
念
に
も
と
づ
く
整

理
、
考
察
に
つ
い
て
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

社
会
政
策
・
社
会
行
政
論
は
、「
一
方
の
極
に
、

何
か
を
必
要
と
す
る
人
間
が
存
在
し
、
他
方
の
極

に
、
そ
の
人
間
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
何
か
、

す
な
わ
ち
資
源
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
」
と
し

表１　ベトナムの障害者関連の主な統計データ（2005年現在）
障害者総数 約530万人（依拠資料では人口の6.34%。2005年度人口数に基づき計算すると、約6.38%）
居 住 地 農村部：87.27%、都市部：12.37%（総和100%とならないが記述の通り）
年齢別分布 16歳未満：約16%、16～55歳：60%、55歳超：24%

障害の種類 運動障害：29.41%、神経系統：16.83%、視覚障害：13.84%、聴覚障害：9.32%、
言語障害7.08%、知的障害：6.52%、その他の障害17%、重複：約20%

障害の要因 先天性：35.8%、病気32.34%、戦争：25.56%、労働事故：3.49%、その他：2.81%

教 育 関 連 非識字率：35.83%、読み書きができる：12.58%、中学校レベル：20.74%、
高校レベル：24.13%、職業教育：2.36%

仕 事 関 連 仕事に参加：約58%、仕事を持ち収入有り：25～35%
生 活 関 連 家族・近親者・社会扶助に依拠して生活：農村部65～70%、都市部約70～80%、

家 庭 関 連 貧困世帯：32.5%、平均世帯：58%、平均よりやや上の世帯：９%、富裕世帯：0.5%
（基準は明記されていない。また、同居する障害者数が多ければ多いほど貧困度が深まる）

（出所）�ベトナム政府の第11期第９回国会に対する「障害者法令実行展開7年間の報告」（2006年）
より筆者作成。

表２　障害者の地域別分布（2004年）

地　　域 障害者数 総人口数 同地域人口に
占める比率（%）

北部西方地域 157,369 2,524,900 6.23
北部東方地域 678,345 9,244,800 7.34
紅河デルタ地域 980,118 17,836,000 5.5
中部北方地域 658,254 10,504,500 6.27
中部沿海地域 749,489 6,981,700 10.74
中部高原地域 158,506 4,674,200 3.39
南部東方地域 866,516 13,190,100 6.57
メコンデルタ地域 1,018,341 17,076,100 5.96
（出所）�第９期国会社会問題委員会による高齢者・障害者・人

口に関する政策、法律の実行監視結果報告（2006年）
より筆者作成。
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そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
」（
参
考
文
献
②
、

一
八
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
資
源
の
供

給
主
体
」
と
は
そ
の
「
資
源
」
を
供
給
す
る
主
体

で
あ
る
。
そ
の
「
資
源
の
供
給
主
体
」
と
し
て
は
、

「
非
公
式
部
門
」、「
公
的
部
門
」、「
民
間
非
営
利

部
門
」、「
民
間
営
利
部
門
」、
の
四
種
類
の
属
性

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
非
公
式
部
門
」
と

は
「
家
族
を
中
心
と
す
る
非
公
式
な
主
体
」
で
あ

り
、「
公
的
部
門
」
は
「
政
府
・
自
治
体
と
い
っ

た
公
的
な
主
体
」
で
あ
る
。「
民
間
非
営
利
部
門
」

と
は
「
市
民
社
会
の
中
で
個
人
が
自
発
的
に
集

ま
っ
て
出
来
あ
が
っ
た
団
体
」
で
あ
り
、「
民
間

営
利
部
門
」
は
「
市
場
機
構
の
中
で
活
躍
す
る
企

業
」
で
あ
る
（
参
考
文
献
②
、
二
一
～
二
六
ペ
ー

ジ
）。フ

ィ
ー
ル
ド
調
査
の
結
果
を
以
上
の
鍵
概
念
に

し
た
が
っ
て
整
理
し
た
も
の
が
表
３
、
図
１
で
あ

る
。
表
３
で
は
外
部
環
境
を
①
生
活
環
境
、
②
経

済
環
境
、
③
制
度
環
境
、
④
社
会
環
境
に
分
け
て

縦
軸
に
と
り
、
横
軸
に
は
、
①
今
回
調
査
を
実
施

し
た
ケ
ー
ス
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
た
、
②
「
必

要
」、
③
「
資
源
」
と
具
体
的
な
「
資
源
の
供
給

主
体
」、④
お
も
な
「
資
源
の
供
給
主
体
」
の
属
性
、

を
配
し
て
い
る
。
ま
た
、
図
１
は
表
３
に
お
け
る

「
必
要
」、「
資
源
」、「
資
源
の
供
給
主
体
」
と
「
環

境
」
の
関
係
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。　

こ
こ
で
の
「
必
要
」
は
当
事
者
（
ご
本
人
が
応

答
困
難
な
場
合
は
家
族
）
の
ご
判
断
に
も
と
づ
く
。

な
お
、
②
（
ａ
）
自
宅
に
い
る
際
、（
ｂ
）
働
く

場
所
に
い
る
際
の「
必
要
」の
ひ
と
つ
で
あ
る「
設

備
」
に
つ
い
て
は
、
ス
ロ
ー
プ
設
置
な
ど
バ
リ
ア

フ
リ
ー
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
直
接
確
認

で
き
な
か
っ
た
た
め
、「
資
源
」
の
項
で
は
「
未
」

と
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
方
が
体
の
痛
み
な
ど
健

康
面
で
不
安
を
抱
え
て
お
り
、「
健
康
」
も
重
要

な
「
必
要
」
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
含
意
は
多
岐
に
渡
る
た
め
拙
稿
執
筆
段

階
で
の
整
理
は
差
し
控
え
た
。

そ
れ
で
は
、
表
３
、
図
１
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
、
ケ
ー
ス
ご

と
に
「
必
要
」
が
存
在
し
、
そ
れ
を
満
た
す
た
め

に
「
資
源
」
と
「
資
源
の
供
給
主
体
」
が
機
能
し

て
お
り
、
主
要
課
題
は
「
何
ら
か
の
資
源
に
よ
っ

て
人
間
の
必
要
を
充
足
す
る
と
い
う
場
面
に
収
斂

す
る
」（
参
考
文
献
②
、
一
五
ペ
ー
ジ
）。
同
論
の

鍵
概
念
と
は
「
必
要
」、「
資
源
」、
そ
し
て
「
資

源
の
供
給
主
体
」
で
あ
る
。

「
必
要
」
と
は
「
な
に
か
が
欠
け
て
い
る
た
め

に
非
常
に
好
ま
し
く
な
い
状
態
」
で
あ
り
、
そ
れ

が
欠
け
て
し
ま
う
と
望
ま
し
い
状
態
で
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
何
ら
か
の
客
体
で
あ
る
（
参
考
文

献
②
、
一
八
ペ
ー
ジ
、
同
③
、
三
七
ペ
ー
ジ
）。

「
資
源
」
と
は
、
こ
の
「
欠
け
て
い
る
何
か
」

で
あ
り
、「
人
間
が
必
要
と
す
る
客
体
、あ
る
い
は
、

生活環境

制度環境

経済環境資源

必要

資源 非公式部門
公的部門

必要

社会環境

障害者の「生計」

必要

必要

資源

資源

公的部門
非公式部門

公的部門
非公式部門非公式部門

公的部門
民間非営利部門

表３　Ｐ社の障害者における主な「必要」と「資源の供給主体」
外部環境 ケース 「必要」 「資源」と具体的な「資源の供給主体」 「資源の供給主体」の属性

⑴　生活環境

①�公共施設を
訪ねる際

⒜�社人民委員
会に行く 移動手段

（ア）家族に代わりに行ってもらう、（イ）家
族に助けてもらう、（ウ）友人に助けてもらう、
（ウ）自身で行く

非公式部門、公的部門

⒝�病気診療に
　行く

移動手段 （ア）家族に一緒に行ってもらう、（イ）家族に
薬をもらってきてもらう、（ウ）自身で行く 非公式部門

診療費 （ア）医療保険、（イ）家族・自身の収入 公的部門、非公式部門

②�自宅、働く場
所にいる際
関連

⒜自宅にいる際

移動手段 （ア）家族に手伝ってもらう、（イ）自身 非公式部門
設備（手すり、
スロープなど） 未 未

補助具 （ア）公的機関、（イ）社会組織、（ウ）NGO 公的部門、民間非営利部門
情報伝達・交
流 （ア）家族、（イ）友人 非公式部門

経済的条件 （ア）自身の仕事収入、（イ）自身の扶助金、
（ウ）家族の仕事収入、（エ）家族の扶助金 公的部門、非公式部門

食事・入浴
など （ア）家族、（イ）自身 非公式部門

⒝働く場所に
　いる際

移動手段 （ア）家族に手伝ってもらう、（イ）友人に手
伝ってもらう、（ウ）自身 非公式部門

設備（手すり、
スロープなど） 未 未

補助具 （ア）公的機関、（イ）社会組織、（ウ）NGO 公的部門、民間非営利部門

⑵　経済環境 経済的に平均
的な生活 現金収入 （ア）自身の仕事収入、（イ）自身の扶助金、

（ウ）家族の仕事収入、（エ）家族の扶助金 公的部門、非公式部門

⑶　制度環境
各種支援制度、
保健に関わる情
報の取得

情報伝達・
交流

（ア）公的機関幹部、（イ）メディア、（ウ）家族、
（エ）友人、（オ）政治社会組織 公的部門、非公式部門

⑷　社会環境 日々の暮らしに
おける人間関係

人々の認識、
理解 住民 非公式部門、公的部門

（出所）調査結果に基づき筆者作成。
（注）�「必要」には「健康」も事項として挙げられる。しかし、その意味するところは非常に多岐に

渡るため、今回の調査結果に基づき整理することは差し控える。

図１ Ｐ社における障害者の「生計」概念図

（出所）筆者作成。
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て
い
る
。

二
つ
め
に
は
、
Ｐ
社
の
お
も
な
「
資
源
の
供
給

主
体
」
の
属
性
と
し
て
「
非
公
式
部
門
」（
一
一

項
目
）、「
公
的
部
門
」（
八
項
目
）、「
民
間
非
営

利
部
門
」（
二
項
目
）
が
確
認
で
き
た
。
中
心
的

な
存
在
は
「
非
公
式
部
門
」、「
公
的
部
門
」
だ
と

い
え
る
。「
非
公
式
部
門
」
の
中
心
的
主
体
は
具

体
的
に
は
「
家
族
」、「
友
人
」
で
あ
り
、
と
く
に

「
家
族
」
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

三
つ
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
資
源
の
供
給
主

体
」
が
果
た
す
機
能
に
注
目
す
る
と
、「
非
公
式

部
門
」
が
障
害
者
に
対
す
る
直
接
的
な
ケ
ア
を
含

め
て
ほ
と
ん
ど
の
項
目
で
機
能
し
て
い
る
の
に
対

し
、「
公
的
部
門
」
は
国
か
ら
の
扶
助
金
、
補
助

具
の
製
作
、
支
給
な
ど
、
主
と
し
て
経
済
的
、
物

質
的
側
面
で
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
規
模
と
し

て
は
小
さ
い
も
の
の
、「
民
間
非
営
利
団
体
」
は

補
助
具
の
支
給
面
で
機
能
し
て
い
る
。

四
つ
め
に
は
、
住
居
・
働
く
場
所
に
お
い
て
、

ス
ロ
ー
プ
の
整
備
な
ど
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
向
け

た
設
備
の
整
備
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
段
階
に
あ
る
。

今
回
の
調
査
対
象
者
に
は
現
役
の
学
生
は
一
人
し

か
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
学
校
の
設
備
に
つ
い
て

も
同
様
の
状
況
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五
つ
め
に
は
、
先
に
「
健
康
」
に
つ
い
て
は
後

の
課
題
と
す
る
旨
を
記
し
た
が
、
調
査
対
象
者
中

一
三・
三
％
の
人
が
「
病
院
に
行
っ
た
こ
と
が
な

い
」、「
病
気
に
な
っ
て
も
家
に
い
る
」
と
答
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
問
題
も

課
題
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
は
、
条
件
的
に
容
易
で
な
い
場
合
も
多

い
が
、
障
害
者
ご
自
身
の
働
き
も
重
要
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
今
回
の
調
査
対
象
者
中
に
も
独
学
で

自
転
車
修
理
の
技
術
を
学
び
、
住
居
兼
用
の
店
を

建
て
、
一
人
で
生
活
す
る
青
年
が
い
た
。
同
青
年

は
友
人
の
助
け
な
ど
自
身
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も

ち
い
つ
つ
暮
ら
し
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

既
存
統
計
に
つ
い
て
見
た
後
、「
ベ
ト
ナ
ム
の

障
害
者
の「
生
計
」に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
要
素・

要
因
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
問
題
関
心
の
下
、
冒
頭
に
示
し
た
拙

稿
の
一
部
に
依
拠
し
つ
つ
、
記
述
を
進
め
て
き
た
。

も
と
よ
り
ひ
と
つ
の
事
例
調
査
を
通
し
て
ベ
ト

ナ
ム
の
状
況
を
す
べ
て
理
解
で
き
る
と
は
考
え
て

い
な
い
。
し
か
し
、
地
域
的
差
異
は
あ
っ
て
も
ベ

ト
ナ
ム
の
障
害
者
の
九
割
近
く
が
農
村
部
で
暮
ら

し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
理
解
に
向
け
た
営
為
は

始
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
基
本
的
な
事
項
に

つ
い
て
実
際
の
事
例
に
即
し
て
検
証
を
積
み
重
ね

る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
か
ら
ど
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
紹
介
し
た
Ｐ
社
に
お
け
る

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
結
果
の
整
理
、
考
察
か
ら
は
、

障
害
者
の
「
生
計
」
に
お
い
て
は
多
様
な
「
必
要
」

が
あ
り
、
そ
れ
を
満
た
す
中
心
的
な
「
資
源
の
供

給
主
体
」
と
し
て
「
非
公
式
部
門
」
と
「
公
的
部

門
」
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
障
害
者
に
対
す
る

直
接
の
ケ
ア
を
お
も
に
担
っ
て
い
る
の
は
「
非
公

式
部
門
」
で
あ
っ
た
。「
非
公
式
部
門
」
に
お
け

る
具
体
的
な
主
体
は
「
家
族
」、「
友
人
」
で
あ
り
、

中
で
も
「
家
族
」
が
中
心
的
な
存
在
と
な
っ
て
い

る
。ベ

ト
ナ
ム
で
は
一
九
八
六
年
一
二
月
に
開
か
れ

た
第
六
回
党
大
会
で
ド
イ
モ
イ
路
線
が
採
択
さ
れ
、

一
九
九
〇
年
か
ら
近
代
化
・
工
業
化
路
線
が
推
進

さ
れ
て
い
る
。
同
路
線
の
推
進
は
社
会
の
変
容
を

否
応
な
し
に
と
も
な
う
。
し
た
が
っ
て
、近
代
化・

工
業
化
路
線
が
推
し
進
め
ら
れ
る
中
、「
非
公
式

部
門
」
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
「
家
族
」
の
有
り

様
が
変
容
し
、
障
害
者
の
「
生
計
」
に
お
い
て
現

実
的
に
担
い
得
る
機
能
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
も

十
分
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
ベ
ト
ナ
ム
の
障
害
者

の
「
生
計
」
お
よ
び
貧
困
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、

こ
う
し
た
点
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

（
て
ら
も
と　

み
の
る
／
地
域
研
究
セ
ン

タ
ー
）
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